
     コロナガイドライン変更に伴う登校等の判断基準について ９月１日版 

 

8月 19日に、松戸市教育委員会から感染拡大防止ガイドライン Ver.１０」の お子様の登校についての判断

基準 や 学校への電話連絡の基準 について一部変更の連絡がありました。年度初めの保護者会で配付した「4

月 15 日版」に変更点を反映させて本資料「9 月 1 日版」としましたので、差し替えをお願いします。引き続

き、感染拡大防止のため、この内容に従ってご家庭での判断・対応をお願いいたします。 

①登校についての判断基準  （ガイドライン Ver.10」 9p,10p に今回の変更を反映させて作成） 

②学校への電話連絡の基準（「ガイドライン Ver.10」12p に今回の変更を反映させて作成） 

 

 

 

誰が どうなっている 
登校

○× 
備  考 

児
童
本
人
が 

陽性 × 
・保健所や医師の指示に従ってください。 

・電話連絡必要。詳細の聞き取りをいたします。 

濃厚接触者 × 

・電話連絡は必要なくなりました。 

・保健所や医師の指示に従ってください。 

【注】薬事承認された抗原定性検査キットを用いた

検査で、待機期間２日目と３日目に２日連続

で陰性を確認した場合は○になります。 

風邪や発熱症状 

（ワクチン副反応を含む） 
×  

ＰＣＲ・抗原検査を受検し

結果を待っている 
× 【注】陰性の結果が出たら○ 

同
居
人
（
ご
家
族
）
が 

陽性 

（＝児童本人は濃厚接触者） 
× 

・電話連絡は必要なくなりました。 

・保健所や医師の指示に従ってください。 

 

濃厚接触者（症状有り） ×  

濃厚接触者（無症状） ○ 【注】感染レベル３※の時は× 

風邪や発熱症状 

（ワクチン副反応を含む） 
○ 【注】感染レベル３※の時は× 

ＰＣＲ・抗原検査を受検し

結果を待っている 
○ 

【注】感染レベル３※の時は× 

【注】陽性判定が出たら× 

要保存  

◆電話連絡の必要があるケースと連絡の方法 

・児童本人が陽性になったときのみ、学校への電話連絡が必要です。 

・平日の８：２０から１８：００頃を目安（通常の欠席連絡と同様の時間帯）に、学校へ電話連絡をお願

いします。土日や休日、夜間（上の時間外など）のコロナ用携帯への連絡は必要ありません。 

※ 児童本人が濃厚接触者になった場合など、学校を休む状況（①の表で本人陽性以外の×の状況）のときは、通常の欠席連

絡と同じ Formsでご連絡ください。 

※ 長期休業中もこの条件で報告をお願いします。 

※ 表中○（登校できる）の場合でも、感染拡大に不安がある場合は、学校保健安全法第１９条の規定（参考：ガイドライン 

9p）に基づく出席停止として扱うことも可能です。 

※千葉県の感染レベル 

は、このＱＲコードから調べられます 


